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自治体レベルにおけるたばこ規制・対策の実態把握の試み
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目的 本研究は，わが国において，都道府県や市町村の担当者が，自治体のたばこ規制・対策の到

達度を客観的に評価するための方法を作成するとともに，モデル地域において実態調査を行

い，その実行可能性を検討することを目的とする。

方法 自治体のたばこ規制・対策の到達度を客観的に評価するための方法として，「たばこ規制・

対策の自己点検票」を提案した。構成内容は，受動喫煙の防止，禁煙支援・治療，喫煙防止，

情報提供・教育啓発，たばこ対策の推進体制であった。調査地域として，大阪府および府内43
市町村を設定し，2010年 3 月から 5 月にかけて実態調査を行った。調査方法は，「たばこ規制・

対策の自己点検票」と記入用のマニュアルを送付し，2009年度の状況について回答を依頼し

た。大阪府およびすべての市町村から回答が得られた。

結果 受動喫煙の防止の領域では，官公庁のすべての施設で建物内禁煙以上の規制を行っている市

町村は37，学校は65，敷地内禁煙以上に限ると官公庁 2，学校51であった。禁煙支

援・治療の領域では，保健事業において喫煙者全員に禁煙の働きかけを実施している市町村の

割合は，母子健康手帳交付時や 4 か月健診では40～60であったが，国保の特定健診24，肺

がん検診30，その他のがん検診 0～6であった。他の領域についても同様に，各市町村の

実態を把握することができた。

結論 作成した「たばこ規制・対策の自己点検票」は，自治体の実態把握とモニタリングを行う上

で実行可能なツールであることが示唆された。今後，本方法を用いて全国的な規模で調査が実

施されると，地方自治体間の比較や国全体としてのたばこ規制・対策の実態把握が可能となる

と期待できる。

Key wordsたばこ規制・対策，自治体，実態把握，モニタリング

 問題と目的

喫煙は，がんや循環器疾患，呼吸器疾患など，さ

まざまな疾患の最大単一の要因として確認されてい

る1)。効果が実証されたたばこ規制・対策として，

2005年 2 月に発効した「たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約」に基づく取り組みがあげられ

る2)。具体的には，たばこ価格・税の引上げ，受動

喫煙の防止，たばこの警告表示の強化，たばこ広告

の包括的禁止，禁煙支援・治療の普及，未成年者へ

の販売防止措置，リスクに関する教育・啓発等であ

る2～5)。わが国の取り組みは諸外国と比較して遅れ

ていたが3)，枠組条約の発効後，禁煙治療の保険適

用（2006年 4 月）やたばこ税・価格の引き上げ

（2010年10月）など，少しずつではあるが，取り組

みが進んできている。

たばこ規制・対策を効果的に推進するには，地域

において実施されてきた環境整備施策を継時的にモ

ニタリングし，それらの環境整備施策の実施の程度

と喫煙率の低下等の効果の関係を検討していく必要

がある3～5)。しかしわが国においては，喫煙分野に

おいて，地域の環境整備の到達度を客観的に評価す

る方法が確立されていない状況にある。

国際的には，喫煙分野における環境整備施策の評

価については，WHO，米国等によって包括的な評

価方法が提示されている6～11)。しかしこれらの多く

は国際比較や，州による政策の自由度の高い米国に

おいて州レベルの取り組みを評価するためのもので

あり，必ずしもわが国にそのままの形で適用できる

ものではない。

そこで本研究では，諸外国の先行事例を参考とし

て，わが国において都道府県や市町村の担当者が，
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表 「たばこ規制・対策の自己点検票」の構成内容

規制・
対策の領域

市町村版 都道府県版

受動喫煙の防

止

官公庁（市役所，議会庁舎等の場所別)

学校（市町村立幼稚園等の校種別）

官公庁，学校（都道府県立，私立，大学等），医

療機関，職場（民間職場），飲食店，公共交通機

関（鉄道，バス，タクシー)

禁煙支援・治

療

健診等の保健事業における取組み

（母子健康手帳交付時，国保の特定健診等）

たばこ対策事業としての取組み

（禁煙治療や補助剤への費用補助等）

禁煙治療へのアクセス

（人口・面積あたり，禁煙治療・OTC 薬*別)

喫煙防止 喫煙防止のための委員会の設置

学校における喫煙防止教育の実施状況

（市町村立小・中・高の校種別に把握)

たばこ販売へのアクセス（人口・面積あたり，コ

ンビニエンスストア・自動販売機別）

学校における喫煙防止教育の実施状況（都道府県

立高校，私立中・高の校種別に把握)

情報提供・教

育啓発

講演会・セミナー等の実施，ホームページ・広報

誌で情報を提供，等

たばこ対策の

推進体制

喫煙率減少の数値目標の設定

たばこ対策推進のための委員会の設置

たばこ対策担当者・専従体制

たばこ対策予算

喫煙率減少の数値目標の設定

たばこ対策推進のための委員会の設置

たばこ対策担当者・専従体制

たばこ対策予算

* 禁煙補助剤として薬局・薬店で市販されている薬剤。ニコチンガムとニコチンパッチの 2 種類がある。
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地域の環境整備の到達度を客観的に評価するための

方法として，アンケート調査方式による「たばこ規

制・対策の自己点検票」を作成するとともに，モデ

ル地域において実態調査を行い，その実行可能性を

検討することを目的とする。

 方 法

. 「たばこ規制・対策の自己点検票」の作成

自己点検票の作成にあたっては，諸外国の事例に

ついてレビューを行うとともに6～11)，わが国で開発

された住民の主観的評価による「健康づくり支援環

境質問紙」の各項目を検討した12)。そして，都道府

県や市町村の担当者が地域の環境整備の到達度を客

観的に評価するという視点から項目の選定を行い，

概案を作成した13)。

次に，作成した概案の項目の精選と内容の検討を

目的に，たばこ対策に関する専門家 5 人による会議

を2009年 7 月と10月に合計 2 回開催した。その後，

アンケート調査票の形態に整理し，大阪府や府内市

町村のたばこ対策担当者計 4 人の協力を得て，内容

と調査の実行可能性の検討を行った。これらの検討

結果を踏まえて，「たばこ規制・対策の自己点検票」

と回答の手引きとして「記入用マニュアル」を作成

した14,15)。

自己点検票では，たばこ対策を「受動喫煙の防

止」，「禁煙支援・治療」，「喫煙防止」，「情報提供・

教育啓発」，「たばこ対策の推進体制」の 5 領域に分

類した。また，自己点検票は，「市町村版」と「都

道府県版」の 2 種類からなり，両者を組み合わせて

実施することにより，都道府県単位での実態を把握

することをねらいとした（表 1）。
「禁煙支援・治療」領域の禁煙治療へのアクセス

と，「喫煙防止」領域のたばこ販売へのアクセスは，

既存資料を活用して算出するものであったため，記

入者の負担を減らすため，調査実施事務局から結果

を各自治体にフィードバックすることとした。

. モデル地域における実態調査

モデル地域として，大阪府および府内43市町村を

設定した。作成した「たばこ規制・対策の自己点検

票」を用いて，2010年 3 月から 5 月にかけて実態調

査を行った。調査方法は，「たばこ規制・対策の自

己点検票」と「記入用マニュアル」を送付し15)，

2009年度の状況について回答を依頼した。回収率お

よび有効回答率は100であった。

なお，本調査は「健康おおさか21推進府民会議た

ばこ対策部会」が実施主体となり，その活動の一環
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表 大阪府内市町村における受動喫煙防止の規制

規制の内容 すべて敷地内禁煙
敷地内または建物内

禁煙 その他

規制の種類 条例 規制・通知等 条例 規制・通知等 ―

官公庁全体（N＝43）
(市役所・町役場，議会庁舎，保健センター，出先機関) 0(0.0) 1( 2.3) 0(0.0) 15(34.9) 27(62.8)

学校全体（N＝43）
(市町村立保育園，幼稚園，小学校，中学校，高等学校) 0(0.0) 22(51.2) 0(0.0) 6(14.0) 15(34.9)

(注) すべて敷地内禁煙とは，すべての施設で敷地内禁煙の規制がある。 単位市町村数（)

敷地内または建物内禁煙とは，すべてが敷地内禁煙でないが，敷地内か建物内かの規制がある。

表 大阪府内市町村における保健事業の場での禁煙支援の取り組み

保健事業の場 N 喫煙者全員に実施 一部喫煙者に実施 未実施

母子健康手帳交付時 (N＝43) 21(48.8) 16(37.2) 6(14.0)
妊婦向け教室 (N＝43) 26(60.5) 13(30.2) 4( 9.3)
4 か月健診 (N＝39) 18(46.2) 13(33.3) 8(20.5)
1 歳 6 か月健診 (N＝39) 10(25.6) 13(33.3) 16(41.0)
3 歳 6 か月健診 (N＝40) 11(27.5) 13(32.5) 16(40.0)
国保特定健診 (N＝21) 5(23.8) 11(52.4) 5(23.8)
国保特定保健指導 (N＝41) 25(61.0) 14(34.1) 2( 4.9)
肺がん検診 (N＝37) 11(29.7) 14(37.8) 12(32.4)
胃がん検診 (N＝33) 0( 0.0) 12(36.4) 21(63.6)
大腸がん検診 (N＝32) 1( 3.1) 9(28.1) 22(68.8)
乳がん検診 (N＝34) 2( 5.9) 9(26.5) 23(67.6)
子宮頸がん検診 (N＝26) 1( 3.8) 8(30.8) 17(65.4)
肝炎ウイルス検診 (N＝21) 1( 4.8) 6(28.6) 14(66.7)

単位市町村数()

(注）当該事業を医師会等の外部機関に委託せず，自ら実施していると回答した市町村を対象。
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として実施した。得られた調査結果は，2011年 1 月

に府内市町村のたばこ対策担当者や保健所職員を対

象に研修会を開催し，受動喫煙防止をテーマとした

講演と府内市町村の先進事例の紹介とあわせて報告

を行った。また，調査報告書を2011年 3 月に各市町

村に送付するとともに，大阪府健康医療部のたばこ

対策のホームページに掲載した15)。

. 倫理面への配慮

本研究における「たばこ規制・対策の自己点検票」

の作成は文献研究および専門家の討議によるもので

あった。また，市町村や都道府県に対する調査の内

容は地域の実態に関するものであり，個人情報は含

まれていなかった。結果の公表については，調査時

に書面で説明し，了解を得た。よって倫理的な問題

はない。なお，自己点検票による調査結果の公表に

ついては，大阪府および府内各市町村の担当者から

事前に了承を得た。

 結 果

. 市町村版を用いた実態把握

受動喫煙防止の規制は，官公庁のすべての施設に

おいて，建物内禁煙以上の規制を実施している市町

村の割合は約40，学校では約70であった（表

2）。敷地内禁煙に限ってみると，官公庁ではすべて

の施設を敷地内禁煙としているのは 1 市町村のみで

あったのに対して，学校では約50と高かった。こ

れらの官公庁および学校における建物内禁煙以上の

規制はすべて規則・通知によるものであり，条例に

よって規制を実施している市町村はみられなかった。

保健事業における禁煙支援の取り組みについて

は，喫煙者全員に禁煙の働きかけを実施している市

町村の割合は，母子健康手帳交付時や妊婦向け教室，

4 か月健診，国保の特定保健指導では40～60と比

較的高かったが，肺がん検診を除くがん検診や肝炎

ウイルス検診では 5前後と低かった（表 3）。国保

の特定健診，4 か月健診を除く乳幼児健診，肺がん
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表 大阪府内市町村におけるたばこ対策事業とし

ての禁煙支援

禁煙支援の種類 実施 非実施

禁煙治療や禁煙補助剤に対する
費用補助

0( 0.0) 43( 100)

禁煙個別相談や禁煙教室 36(83.7) 7(16.3)
電話やメールによる禁煙相談 32(74.4) 11(25.6)
印刷教材やインターネットを活
用した通信教育

3( 7.0) 40(93.0)

(N＝43)/単位市町村数（)

表 大阪府内市町村における保険による禁煙治療

へのアクセス

人口10万人あたりの
届出医療機関数

医療機関における
届出医療機関の割合

15施設以上 2( 4.7) 15以上 5(11.6)
10–15施設未満 9(20.9) 10–15未満 10(23.3)
5–10施設未満 20(46.5) 5–10未満 20(46.5)
5 施設未満 12(27.9) 5未満 8(18.6)

(参考値)

大阪府平均 9.8施設 大阪府平均 9.7
全国平均 8.0施設 全国平均 9.3

(N＝43)/単位市町村数()

(注) 届出医療機関数日本禁煙学会ホームページ「禁

煙治療に保険が使える医療機関数と総計」(2010
年6月)

人口厚生労働省平成21年人口動態統計(2009年
10月)，市町村別人口「大阪府の推計人口」(2009
年10月)

医療施設数厚生労働省平成21年医療施設(動態)

調査(2009年10月)

表 大阪府内市町村における喫煙防止への取り組み

取り組みの種類 実施の有無

喫煙防止教育 すべての学校
で実施

一部の学校で
実施

未実施*

小学校 26(60.5) 11(25.6) 6(14.0)
中学校 30(69.8) 7(16.3) 6(14.0)

喫煙防止のための
委員会等の設置

設 置 非設置

3( 7.0) 40(93.0)

* 無回答を含む (N＝43)/単位市町村数（)

表 大阪府内市町村におけるたばこ販売へのアクセス

―コンビニエンスストアへのアクセス

店舗数 人口10万人あたり 面積10 km2 あたり

10店舗未満 2( 4.7) 25(58.1)

10–20店舗未満 8(18.6) 9(20.9)
20–30店舗未満 24(55.8) 6(14.0)
30店舗以上 9(20.9) 3( 7.0)

大阪府平均 29.9店舗 13.9店舗

(N＝43)/単位市町村数（)
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検診では同割合は約30と，中間の割合であった。

たばこ対策事業としての禁煙支援で実施割合の高

い事業は，個別相談や禁煙教室，電話やメールでの

禁煙相談であり，約70～80の市町村が実施してい

た（表 4）。一方で，禁煙治療や禁煙補助剤に対す

る費用補助を実施している市町村はみられなかった。

保険による禁煙治療へのアクセスについては，人

口10万人あたりの保険治療の届出医療機関数では，

大阪府全体の平均が9.8施設で，5–10施設未満の市

町村の割合が高く約50を占めた（表 5）。また，

医療機関に占める届出医療機関の割合では，大阪府

全体の平均が9.7で，5–10未満の市町村の割合

が高く約50を占めた。

喫煙防止については，喫煙防止教育をすべての小

学校，中学校で実施している市町村の割合は各々約

60，70であった（表 6）。一方で，喫煙防止の

ための委員会等を設置していると回答した割合は

7と低かった。たばこ販売へのアクセスは，経済

産業省平成19年商業統計調査を既存資料としてコン

ビニエンスストアへのアクセスを算出した。人口10
万人あたりでは，43市町村では 0 店から40.8店と幅

があり，平均29.9店であった。また面積 10 km2 あ

たりでは，0 店から48.9店で，平均13.9店であった

（表 7）。
たばこに関する情報提供・教育啓発に関して実施

割合の高い事業は，健診等の保健事業での情報提供

や冊子やリーフレットの配付，ポスターの配付や掲

示であり，約90の市町村が実施していた（表 8）。
たばこ対策の推進体制については，健康日本21の

市町村版において喫煙率減少の目標を設定している

割合は約70であった（表 9）。たばこ対策予算を

計上している割合は約60，たばこ対策のための専

任担当者の設置割合は約20であった。また，たば

こ対策推進のための委員会を設置していると回答し

た市町村はみられなかった。

. 都道府県版を用いた実態把握

受動喫煙防止の規制は，官公庁関係と府立学校・

私立高等学校，大学，病院の全施設において，規

則・通知による建物内禁煙以上の規制が実施されて

いた（表10）。診療所，民間職場，飲食店，タクシー

を除く公共交通機関においては，規則・通知による

規制は行われていなかった。公共交通機関のうちタ

クシーについては，規則・通知による車内の禁煙化

が行われていた。
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表 大阪府内市町村におけるたばこに関する

情報提供・教育啓発

情報提供・教育啓発の種類 実 施

講演会・セミナー等の実施 8(18.6)
健診等の保健事業で情報を提供 39(90.7)
冊子やリーフレットの配布 39(90.7)
ポスターの配布・掲示 40(93.0)
ホームページで情報を提供 16(37.2)
広報誌で情報を提供 26(60.5)
イベントの開催 16(37.2)

(N＝43)/単位市町村数（)

表 大阪府内市町村におけるたばこ対策の推進体制

推進体制の種類 実 施 非実施

健康日本21の市町村版における
喫煙率減少の数値目標の設定

31(72.1) 12(27.9)

たばこ対策予算の計上 24(55.8) 19(44.2)
たばこ対策推進のための専任担
当者の設置

10(23.3) 33(76.7)

たばこ対策推進のための委員会
の設置

0( 0.0) 43( 100)

(N＝43)/単位市町村数（)

表 大阪府におけるたばこ対策―都道府県版によ

る把握受動喫煙防止の規制

受動喫煙の
防止

官公庁 本庁舎・保健所 ― 敷地内禁煙
【規則・通知】

議会庁舎・出先機関・
公の施設等 ― 敷地内禁煙

【規則・通知】

学校関係 府立学校 ― 敷地内禁煙
【規則・通知】

私立高等学校，大学
（*1)

― 敷地内禁煙
【規則・通知】

医療機関 病院 ― 敷地内禁煙
【規則・通知】

診療所 ― 規制なし

民間職場 ― 規制なし(*2)

飲食店 ― 規制なし

公共交通
機関

鉄道（駅構内・ホーム) ― 規制なし

バス（バス停・待合室) ― 規制なし

タクシー（車内) ― 車内禁煙
【規則・通知】

(*1) 国公立・私立すべて含む

(*2) 健康おおさか21推進府民会議参画機関については

規則・通知等による建物内禁煙の規制
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喫煙防止教育の実施状況は，府立高等学校ではす

べての学校において実施していたが，私立中学校と

私立高等学校の状況については把握していなかった。

たばこ対策の推進体制は，健康日本21の都道府県

版における喫煙率減少の目標の設定，推進委員会の

設置，専任担当者の設置，たばこ対策予算の計上の

4 項目すべてを実施していた。

 考 察

本研究の目的は，都道府県や市町村の担当者が，

地域の環境整備の到達度を客観的に評価するための

方法を作成し，その実行可能性を検討することであ

った。

「たばこ規制・対策の自己点検票」の作成にあた

っては，「たばこの規制に関する世界保健機関枠組

条約」や，国レベルのたばこ規制・対策の評価ス

ケールである「Tobacco Control Scale」，アメリカ

の州レベルでのたばこ規制・対策のモニタリングシ

ステムである「State Tobacco Activities Tracking
and Evaluation」など，効果の実証されたたばこ規

制・対策をもとに項目と内容を選定した2,10,11)。さ

らに，わが国の実態に即した評価方法を作成するた

めに，たばこ対策に関する専門家や行政のたばこ対

策担当者による討議の機会を 3 回開催して内容の検

討を行った。大阪府および府内市町村をモデル地域

とした実態調査の結果，地域のたばこ規制・対策の

実態を，受動喫煙の防止，禁煙支援・治療，喫煙防

止，情報提供・教育啓発，たばこ対策の推進体制の

面から把握できることが示された。

実効性のあるたばこ規制・対策を推進するために

は，制度の改正や事業の予算化，そのための法的整

備などを必要とすることから，国ならびに地方自治

体の役割が大きいと考えられる。健康日本21（第 2
次）ならびにがん対策推進基本計画の見直しにおい

て，成人の喫煙率の減少などのたばこ規制・対策の

数値目標が設定され，対策強化の方向が示されてお

り，今後，国や自治体の役割がさらに大きくなると

考えられる。

しかし，わが国では自治体でのたばこ規制・対策

の実態把握の方法について，全国的に統一されてい

ない。わが国において標準的な方法を提示できれ

ば，全国レベルで地方自治体間の比較が可能とな

る。これは WHO が推進するたばこ規制・対策に

関する MPOWER 政策パッケージにおける Moni-
tor（監視）にあたり，たばこ規制・対策を推進す

る際の基盤となるものである3～5)。

本研究で作成した「たばこ規制・対策の自己点検

票」の項目は，わが国の状況を踏まえた科学的根拠

に基づく規制・対策で構成されていることから，評

価指標としてモニタリングを行う意義のある項目と

考えられる。また，都道府県・市町村の担当者レベ

ルで回答可能であることから，経年的にモニタリン
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グを行っていく上で，調査実施の負担も少なく，実

行可能性が高いものと考えられる。あわせて，調査

結果をホームページ等で公表することにより15)，実

態把握にとどまらず，各自治体の状況を専門家や行

政の担当者，地域住民との間で共有することが可能

になる。さらに，自己点検票のそれぞれの点検項目

は，自治体のたばこ規制・対策として望ましいある

べき姿を示していることから，地域の状況をモニタ

リングすることを通して，たばこ規制・対策の方向

性を学ぶという教育的意義もあると考えられる。

本研究で作成した自己点検方式によるたばこ規

制・対策のモニタリングの方法は，平成25年度から

の健康日本21（第 2 次）において，都道府県や市町

村レベルでのたばこ規制・対策の施策や目標設定を

検討する際にも有用と考えられる。今後共通した評

価項目で全国的にモニタリングが実施されると，地

方自治体間の比較や国レベルでの推進状況の把握が

容易となり，さらなる推進方策を検討するための基

礎資料が経年的に得られるというメリットもあると

考える。

本研究の限界として，実態調査の結果，自己点検

票および記入用マニュアルの改善すべき点が見出さ

れた。たとえば指標については，禁煙治療へのアク

セスでは，OTC 薬へのアクセスとして，薬局・薬

店数の把握を試みたが，既存の資料では把握が困難

であり，指標としての実用性に問題がみられた。同

様の問題は喫煙防止の領域でもみられ，たばこ自動

販売機数の把握についても資料を得ることができな

かった。また回答方法については，受動喫煙の防止

において，規制の内容を尋ねても実態が回答される

という問題や，官公庁の出先機関において，屋外施

設の規制が他の機関と異なる場合の回答方法の指示

が不明確であるといった問題がみられた。その他，

健康増進法や美化条例を市町村における受動喫煙防

止の規制と誤解する問題もみられた。そこで，今回

報告した大阪における調査のほかに，愛知県におい

ても同様の方法で調査を行い，2 つの調査から問題

点を抽出し，より実行可能性の高い方法となるよう

改訂を行っている16)。

地域環境の整備について検討していくにあたって

は，専門家の視点のみならず，その環境の影響を直

接受ける地域住民の意見を反映する等，様々な視点

から議論し，統合していくことが求められてい

る17)。自己点検票の作成にあたっては，専門家や自

治体の担当者による討議を踏まえて，自治体のたば

こ対策を総合的に把握でき，かつ，日常業務のなか

で把握している情報や関係機関への問い合わせによ

り評価ができるよう工夫した。しかし地域社会を基

盤とした研究では，研究者や専門家の視点だけでは

なく，コミュニティの視点として，地域住民や関係

者，政策立案者等の意見を反映させる動きが推奨さ

れている18)。本研究の検討メンバーの構成は，複数

のたばこ対策の専門家や実践家が含まれていた点は

評価できるが，今後は住民が自ら環境に目を向けて

いくためにも住民参加の視点も必要と考える。

本研究は，平成20–22年度 厚生労働科学研究費補助金

（循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業）健康

づくり支援の効果的な整備施策および政策目標の設定に

関する研究（研究代表者下光輝一）の一環として実施

された。

わが国の実態に即した指標を作成するために，たばこ

規制・対策の専門家として，大島 明氏（大阪府立成人

病センターがん相談支援センター 所長），尾崎米厚氏

（鳥取大学医学部環境予防医学分野 准教授），望月友美子

氏（国立がん研究センターがん対策情報センターたばこ

政策研究部 部長），大和 浩氏（産業医科大学産業生態

科学研究所健康開発科学研究室 教授）にご助言，ご協力

を頂いた。また，調査結果の集計等において阪本康子氏

（大阪がん循環器病予防センター）にご協力を頂いた。心

より謝意を表する。
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